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高知県総務部税務課 

 

○趣旨 

平成 23 年９月議会において議決された「高知県税条例の一部を改正する条例（平成 23 年高知

県条例第 号）」により、適用実績を鑑みて地方税法から廃止された不動産取得税の納税義務の免

除措置を廃止し、高齢者向けサービス付き住宅を新築について特例措置を講ずることとし、及び罰

則の追加等をすることとなりました。 

 この条例改正に伴い、高知県税規則における必要な箇所及び様式について改正したものです。 

 

○改正様式 

 第 ５号様式の１ 

 第 ５号様式の１の２ 

 第 ５号様式の２ 

 第６８号様式の２ 

第６９号様式 

第６９号様式の４ 

第７３号様式の２ 

第７５号様式の４ 

第７５号様式の４の２ 

第７５号様式の４の３ 

第７５号様式の４の４ 

第７５号様式の５ 

第７５号様式の６ 

第７５号様式の７ 

第７５号様式の８ 

第７５号様式の９ 

第７８号様式の２ 

 

○施行期日 

 平成２３年 1０月 18 日 

（第５号様式の２、第７５号様式の４、第７５号様式の４の２、第７５号様式の４の３、第７５号 

様式の４の４、第７５号様式の５、第７５号様式の６、第７５号様式の７、第７５号様式の８、第７５号様

式の９） 

 平成２３年 1０月２０日 

（※第６８号様式の２、第６９号様式、第６９号様式の４、第７３号様式の２、第７８号様式の２） 


